
 

お問い合わせ：日本弁護士連合会人権部人権第一課  TEL 03-3580-9841（代） 

◆日時：２００９年１１月２０日（金） 

午後６時～８時半（受付:午後５時半～） 

◆場所：弁護士会館講堂クレオ（下図参照） 

◆基調講演 ： 森田ゆり（エンパワメント・センター主宰） 

子どもの権利条約採択 20 周年記念シンポジウム 

子どもの権利って何？ 
～子どもが自分らしく生きていけない日本～ 

子どもの権利条約は１９８９年１１月２０日，国連で採択されました。同採択から２０周年を

迎える記念すべき日である本年１１月２０日に，子どもの権利条約を日本に根付かせるための

一つの活動として，本シンポジウムを企画しました。 

参加費無料・事前申込不要 

ひとりの人間として大切にされること 

自分のことについて意見を表明し、その意見を聴いてもらえること 

【報告】 

・第３回日本政府報告に関する 

日弁連カウンターレポートについて 

・各地の子どもの権利条例について 

【基調講演】 

森田ゆり（エンパワメント・センター主宰） 
【対論】 

森田ゆり・瀬戸則夫（大阪弁護士会） 
 
主催 日本弁護士連合会 

共催 東京弁護士会・第一東京弁護士会 

   第二東京弁護士会 


